
概　要 集客力及び顧客満足度の向上を目的とした店舗改修
対象者 市内で1年以上飲食・小売・サービス業等を営む店舗
補助額 上限200万円（下限：25万円）
補助率 補助対象経費の１／２以内

店舗改修  緊急支援事業補助金2

店舗等のデザイン改修、レイアウト改修、ユニバーサルデザイン化、空調・照明・トイレなどの設備改修【補助対象事業の例】

詳しくはこちら

令和８年6月1日（月）～令和８年11月30日（月）公募期間
詳細・お申し込みは

こちら
※交付決定前に事業に着手（契約、発注等）しているものは、補助対象になりません。
※令和9年1月29日（金）までに補助事業が完了するものが対象です。

本補助事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

担当
窓口

物価高騰対策緊急支援事業補助金事務局（5月下旬開設予定）
場　　所：長野市役所第二庁舎10階204会議室
電　　話：026-224-5256又は026-224-5259
受付時間：9時30分～16時30分（平日のみ）
ホームページ：https://www.bukkataisaku-nagano.jp

※事務局開設までは、経済産業振興部商工労働課
（026-224-5041）へお問い合わせください。

概　要 【業務効率化❶】業務の効率化、生産性向上等を目的とした機械装置、システム導入
【人員確保❷】労働環境改善や多様な人材確保を目的とした施設改修、備品導入

対象者 市内で1年以上事業を営む中小企業者等（製造、建設、運輸、卸売、情報通信業等）
補助額 上限500万円（下限： ❶100万円  ❷50万円）
補助率 補助対象経費の１／２以内

業務効率化・人員確保  緊急支援事業補助金1

長野市では、物価高騰等により厳しい経営環境に置かれている市内事業者を幅広く支援するため、

３つの補助事業を１つのパッケージとして実施します。

補助金の内容

概　要 生産性向上等を目的とした機械装置の導入
対象者 市内で1年以上飲食・小売・サービス業等を営む店舗
補助額 上限100万円（下限：10万円）
補助率 補助対象経費の１／２以内

飲食・小売業等設備導入  緊急支援事業補助金3

清掃ロボット、配膳ロボット、自動調理器、券売機、業務用自動食器洗浄機、自動チェックイン機、自動精算機等の導入【補助対象事業の例】

詳しくはこちら

❶工作機械、検査装置、フォークリフト、業務用印刷機器、生産・販売管理システム、溶接機、測定器等の導入
❷トイレ、更衣室、キッズルーム、工場の動線変更、バリアフリー化等の設置、改修やエアコンの導入

【補助対象事業の例】

詳しくはこちら

物価高騰対策
緊急支援パッケージ事業のご案内

物価高騰等による経営環境の悪化や慢性的な人手不足への対応は喫緊の課題となっており、
労働生産性や集客力の向上、人材確保のための取組を支援することで、市内経済の活性化を図ることを目的としています。


